　　　苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成要綱

　（趣旨）

第１条　この要綱は、本市内における障害者の就労の促進に資するため、ジョブコーチ養成研修（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２０条第３号に規定する職場適応援助者（以下「ジョブコーチ」という。）の養成のための研修をいう。以下同じ。）の受講助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（助成の対象）

第２条　この要綱によるジョブコーチ養成研修受講助成金（以下「助成金」という。）は、次の各号に掲げる者がジョブコーチ養成研修を受講した場合に申請することができる。ただし、他に次項に掲げる経費に関する助成を受けることができる者については、助成金の対象としない。

（１）市内に住所を有する者

（２）市内の福祉施設、医療施設等のうち市長が適当と認めるものに勤務する者

２　助成金の交付対象となる経費は、ジョブコーチ養成研修の受講に関して要した費用のうち、受講料及び旅費（宿泊費を含む。）に相当する額とする。

　（助成金の額）

第３条　助成金の額は、前条第２項に掲げる経費と１５万円を比較して少ない方の額に、１０分の１０を乗じて得た額とする。

　（助成金の交付申請）

第４条　助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、ジョブコーチ養成研修を修了した旨の証明書（以下「修了証明書」という。）の交付を受けた日の翌日から起算して３月以内に、市長に申請しなければならない。

（１）修了証明書の写し

（２）第２条第２項に掲げる経費の領収書の写し

（３）その他市長が必要と認める書類

　（助成金の額の確定及び交付）

第５条　市長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成金交付（却下）決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。
２　前項の通知を受けた申請者は、速やかに苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成金交付請求書（様式第３号）により、市長に助成金を請求するものとする。
３　市長は前項の請求を受けたときは、当該請求を行った申請者に助成金を交付するものとする。
　（助成の取消し等）

第６条　市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、前条の決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

　（雑則）

第７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。
附　則

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。
様式第１号（第４条関係）

年　　月　　日

　苫 小 牧 市 長　　様

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　

苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成金交付申請書

　苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成要綱第４条の規定により、下記のとおり助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

記

	受講者
	住　所
	〒

電話　　　　　（　　　　）　　　　　　　　

	
	氏　名
	

	養成研修実施機関
	

	受講期間
	　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで（　　日間）

	受講に要した費用
	円


様式第２号（第５条関係）

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様

苫　小　牧　市　長　　

苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成金交付（却下）決定通知書

　申請のありました苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成金については、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

	受講者
	住　所
	〒

電話　　　　　（　　　　）　　　　　　　　

	
	氏　名
	

	交付の

可否
	可　　・　　否

	交付

決定額
	円

	交付

しない

理由
	


様式第３号（第５条関係）

年　　月　　日

　苫 小 牧 市 長　　様

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　

苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講助成金交付請求書
年　　月　　日付け　　第　　号で助成金の交付を決定された苫小牧市ジョブコーチ養成研修受講に係る助成金について、下記により請求します。
記

	
	
	
	
	
	
	


（請求金額）　　　　　円也
振込先

	振込先

金融機関
	銀　　行

信用金庫

信用組合
	本　店

支　店

出張所
	預金種類
	普通・当座（　　　）

	
	
	
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	
	フリガナ

口座名義人
	

	
	
	


